
   交  通  事  故  発  生  件  数  等 状態別交通事故関与件数 

  

 

 

 

 

  

  

 事故総件数 

（R８.４現在） 

関与件数 

（件） 

関与率

（％） 

高齢者関与事故 

３３６ 

１３１ ３９．０ 

子ども関与事故 ２６ ７．７ 

自転車関与事故 １７９ ５３．３ 

二輪車関与事故 ６２ １８．５ 

 事故発生件数 死傷者数 

合計 
死亡 

事故 

重傷 

事故 

軽傷 

事故 
合計 死亡者 重傷者 軽傷者 

板橋区 ５６ ０ ６ ５０ ６４ ０ ６ ５８ 

区
内
警
察
署
別 

板橋署 １３ ０ ２ １１ ２１ ０ ２ １９ 

志村署 １５ ０ １ １４ １５ ０ １ １４ 

高島平署 ２８ ０ ３ ２５ ２８ ０ ３ ２５ 

令和８年４月号 
交通事故発生情報

東京都からの情報をもとに  

作成し、毎月１回配信しています。 

問い合せ 

土木部土木計画・交通安全課            

交通安全・啓発助成係 

０３－３５７９－２２９７ 

 

※ 令 和 ８ 年 ４ 月 末 現 在 ま で の       

交通事故発生件数等になります。 

※ 警察署によっては、他区の事故を扱う場合があるため、区別と署別で合計が違う場合があります。 

 

・以下の道路における自動車の法定速度は引き続き６０km/hです。 

① 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が

設けられている一般道路 

「生活道路」とは・・・・主に地域住民

の日常生活に利用される、中央線など

② 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が

往復の方向別に分離されている一般道路 

③ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速

車線及び減速車線以外のもの 

④ 自動車専用道路 

６０km/h     ３０km/h 

生活道路での法定速度が 

に変更。 

板 橋 区 


